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事　　務　　執　　行　　概　　要

　　事業調整室事業企画課においては、都市整備部の事業を効率的かつ適正に遂行するため、部全体の施策推進や予算編成等に関する総合的な調整を行うとともに情報システムの構築、市町村や大学等と連携した効率的・効果的な維持管理の推進に努めた。

　　技術管理課においては、引き続き、入札契約制度の改善に係る取組や契約事務の指導、また、工事の安全管理やプロジェクトマネジメントの定着など現場技術の支援、さらに、積算・設計図書の指導や技術職の人材育成など、部全体の技術力向上に努めた。
　　都市防災課においては、府民の命を守るため、南海トラフ地震対策に関する要望活動や防災訓練を実施するとともに、著しく危険な密集市街地の解消や既存の住宅建築物の耐震化を促進した。
　　新交通施策推進課においては、「大阪がめざすべきライドシェア（案）」の実現に向けて取り組むとともに、当面の課題である大阪・関西万博における交通需要増に対応するため、ライドシェアの導入・推進に向けた取組を進めた。また、新モビリティ導入の早期実現をめざして、南河内地域における自動運転バスの実証運行に必要となる運行計画案などを策定した。
予　算　執　行

　　予算の執行にあたっては、地方自治法及び大阪府財務規則その他の関係法令を遵守し、　行政効果の向上に常に留意しつつ、下記のとおり適正かつ効率的な予算執行に努めた。
(ｱ)　歳　　　　入

　　当該年度の歳入額は、一般会計7億5,956万8,339円であり、その内容は次のとおりである。

一般会計

	科　目
	収　入　済　額
	収入比率
	備　　　考

	都市整備費

国庫補助金
	円

352,730,000　
	  ％
　46.4 
	・密集市街地整備事業

・建築物震災対策事業　等

	災害復旧費

国庫補助金
	253,274,000
	33.3
	・災害復旧工事等

	都市整備費

国庫委託金
	163,000
	   0.1
	・水害統計調査委託業務

	財産貸付収入
	5,387,024
	   0.7
	・発明実施（許諾）契約に基づく実施料

	都市整備費

寄附金
	265,202
	　
   0.1
	・府民協働事業支援金（笑働OSAKA）

	都市整備費
雑　　　入
	147,749,113　
	   19.4
	・都市整備行政情報システム利用負担金

・ライドシェア推進事業負担金　等

	合　　計
	759,568,339 　
	 100.0
	

	
	
	
	


(ｲ)　歳　　　　出

　　当該年度の歳出額は、一般会計16億4,155万4,756円であり、その内容は次のとおりである。

一般会計

	科　　目
	執　行　済　額
	執行比率
	備　　考

	都市整備総務費
	円

1,504,725,890
	％

　91.1  
	・密集市街地整備事業

・建築物震災対策事業　等

	森林環境整備費
	 862,005
	0.1  
	・土木積算システムに係る運用保守

業務 等

	土地改良費
	5,039
	0.1　
	・公共事業労務費調査

	自然保護対策費
	1,054,371
	　0.1  
	・建設ＣＡＬＳシステム用サーバ機器の賃貸借　等

	森林整備保全費
	1,546,000
	0.1　
	・土木積算システムに係る運用保守

業務 等

	河川砂防費
	8,356,873
	0.5
	・水防管理団体補助金 等

	道路橋りょう費
	5,594,395
	0.3
	・土木許認可システム改修　等

	交通対策費
	98,799,301
	6.0　
	・ライドシェア推進事業
・新モビリティ推進事業

	海岸保全費
	7,003,741
	0.4　
	・都市基盤施設維持管理データベースシステム運用保守業務 等

	障がい者福祉推進費
	1,099,575
	0.1
	・国庫返納金

	公園費
	4,702,783
	0.3 
	・万博の桜事業

	計画調査費
	20,350
	0.1 
	・印刷代

	建築指導費
	27,000
	0.1 
	・被災宅地危険度判定連絡協議会負担　　　
　金

	公共建築費
	325,544
	0.1 
	・公共事業労務費調査

	住宅供給促進費
	292,080
	0.1 
	・建築職員育成研修経費　等

	都市計画総務費
	5,799,059
	0.4 
	・建設ＣＡＬＳシステム用サーバ機器の賃貸借　等

	拠点開発費
	1,340,750
	0.1 
	・土木積算システムに係る運用保守業務委託　等

	合　　　計
	1,641,554,756
	100.0　
	


(1)　総務グループ（事業企画課）
室の人事管理や、予算執行、一般庶務、職員の衛生管理に関する事項等について、適正な執行に努めるとともに、都市整備行政の円滑な推進を図るための部内外の連絡調整に努めた。

　
　ア．人　事　管　理

　　　服務規律の厳正を期し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務の遂行を期すとともに、職場の明朗化と事務処理の能率化に努めた。

　イ．職員の衛生管理

　　　常に職場環境の整備改善を図り、課員の健康保持と疾病予防に努めた。

ウ．その他

○　主たる物品の購入状況

　　　　　　該　当　　なし

(2)　総合調整グループ（事業企画課）
1． 部所管事業の総合調整（他課分掌のものを除く。）

部全体の施策や予算編成等に関して、部内の総合的な調整を行った。特に令和６年度は、以下の業務に関する調整等を行った。
①　部局運営方針及び府政運営の基本方針の策定に関する調整

令和６年度における都市整備部の重点テーマ及び主な取組をまとめた部局運営方針を策定し、めざすべき方向性を部内で共有した。

また、令和７年度の府の政策課題や予算編成などの基本方針を明らかにする「府政運営の基本方針（2025）」の策定にあたり、部内外の調整を行った。

②　部の予算編成方針に関する調整

　　令和６年度補正予算及び令和７年度当初予算の編成方針を決定するにあたり、部内外の調整を行った。
　　③　国直轄事業に係る調整

　　　　国直轄事業計画及び負担金について、部内及び近畿地方整備局と協議調整を行った。　

　　④　他部局の事業計画等に係る調整

　　　　夢洲のまちづくりなど他部局の事業計画等について、部内や関係機関との協議調整を行った。

　　⑤　万博関連事業に係る調整
部所管事業の推進のため、国の万博関連事業計画へ位置付けるべく、部内や関係機関と協議調整を行った。

　イ．部所管事業の執行の管理

　　①　部所管事業の円滑な推進

各室課及び事務所と相互に緊密な連携を図り、予算執行状況を適宜把握するなど、事業の円滑な推進に努めた。

②　建設事業評価の推進

　　　　大阪府建設事業評価審議会都市整備部会にて、部所管事業７件の審議案件（事前評価３件、再（再々）評価４件）について関係部局及び部内各室課と調整して、円滑な審議を図った。また、内部評価案件33件（事前評価15件、再評価13件、事後評価５件）についても、関係部局及び部内各室課と調整し結果を公表した。
ウ．学会・国際交流等に関する業務
　　土木学会の活動に係る調整
土木学会において実施している土木工学の進歩と発展のため、調査研究結果や新技術の部内への普及、講習会・研究会・研修会等の活動についての参加調整を行った。

　エ．各種会議、意見交換会の開催
　　　事業連絡調整会議の開催
近畿地方整備局・大阪府・大阪市等の関係機関が同整備局管内の事業について、相互
　　の連絡調整を図る「近畿地方整備局・大阪府・大阪市意見交換会」を開催した。

(3)　維持・技術支援グループ（事業企画課）
　平成27年３月に策定した「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」が10年を迎えることから、10年間で蓄積されたデータの活用及び社会経済情勢の変化等も考慮し、最新の知見を取り入れ、大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会において計15回の審議を重ね、令和７年３月に同計画の改定を行った。
　ア．効率的効果的な維持管理の推進
　　　　効率的で効果的な維持管理を進めるために、日常的な管理や点検・診断方法、予防保全といった手法、そして維持管理や更新の最適化についての考え方や注意点を明確にしながら取り組むことを方針としており、各事務所が設置するメンテナンスマネジメント委員会において、維持管理行動計画に関するＰＤＣＡサイクルにより維持管理レベルの向上を図るマネジメントを実施した。
　　　　年度当初の４月に、本庁事業課と事務所が一堂に会し維持管理合同会議を開催し、その内容を各事務所が作成する１年間の行動計画に反映することを確認し、適切な施設管理を実施した。
イ．持続可能な維持管理の仕組みづくり
①　現場や地域を重視した維持管理の実践（市町村技術支援）
　　　  　７土木事務所が、市町村及び大学等と連携して平成26年度に設置した「地域維持管理連携プラットフォーム」において、市町村が抱える課題解決を図るため地域の垣根を越えて、７つのプラットフォームの交流会を令和６年12月に対面とWebを組み合わせて開催し、維持管理に関する情報共有や、意見交換を実施した。
　　　　　また、市町村管理施設を含む府内の都市基盤施設が抱える各種技術的課題の解決や人材の育成等を図るため、近隣の９大学と包括連携協定を締結しており、これら大学との円滑な連携を図るため、事業調整室内に大学連携デスクを設置し、大学連携ニーズの集約、調整等を実施した。

　　　　　府内市町村の土木技術者不足や施設点検業務の経験不足などの課題に対処するた　　　め、地域維持管理連携プラットフォームを通じて、複数の市町村の施設点検等の業務を公益財団法人大阪府都市整備推進センターに一括発注する仕組みの活用を促す取組を実施した結果、令和６年度は22市町村と協定締結し、386橋、３道路構造物で点検業務が実施されるとともに、３市１町の長寿命化計画が策定された。

②　データ蓄積・管理体制の確立（維持管理データベース）
都市基盤施設の点検・診断結果・補修履歴データ等を蓄積し、一元的に管理することにより各施設の劣化予測や補修対策の検討を行うことを目的とした「大阪府都市基盤施設維持管理データベースシステム」を管理しており、システムを利用する担当者の意見を踏まえ、システムの改善を行った。
　　　　また、地域のインフラ施設の適切な維持管理を目的に、市町村にも本システムの活用を促した結果、令和６年度は16市町村と共同利用を行った。
  
　③　維持管理業務の改善と魅力向上（新技術の活用と府民協働） 
職員の技術力向上と技術管理上の適正な事務処理と円滑な事業の推進を図ることを 目的として設置されている技術管理委員会の部会の一つである「新技術部会」を運営している。本部会では、部内のシーズ情報の共有体制を充実化することでニーズの気付きを促し新技術の活用の推進していくことを令和６年度の重点目標として掲げ、大阪府ＨＰやインフラメンテナンス国民会議を技術マッチングの場として活用し、２件の新技術を導入するとともに、新技術・新工法講習会を３件実施した。
府民等との協働を推進し、地域活性化を図ることを目的に立ち上げた「笑働ＯＳＡＫＡ」事業において、飲料メーカーとの調整や府内工事現場との協力を得て笑働自販機を７基設置し、古紙リサイクル事業者の協力を得て、自治会や大学、ボランティア団体を対象に行う古紙再生事業や笑働ＯＳＡＫＡ仕様のトイレットペーパーの販売による寄附金の確保に取り組んだ。 
また、それぞれの寄附金を財源とし、アドプト・プログラムの備品購入費等に充てることで、府民協働事業の推進を実施した。
(4)　技術力強化グループ（技術管理課）

ア．部局研修
部職員の公務能率の向上と職員の資質を高めるため、職員研修規程に定められている部局研修として企画・実施した。

① 一般研修
都市整備行政に関する共通分野に関する知識、能力を習得させるための研修を次表のとおり行った。

	研　　　　修　　　　名
	対象者
	参加人員
	延日数

	技術系新規採用職員研修
	新規採用職員
	86人

	5日

	計
	
	86人
	5日


　　② 技術研修
　　　都市整備行政に関する分野のうち技術職員を対象とした基礎的かつ実務的知識、能力を習得させるための研修を次表のとおり行った。

さらに若手・中堅職員の技術力向上のため、技術系専門研修を実施し、現場技術力の伝承に努めた。

	研　　　　修　　　　名
	対象者
	参加人員
	延日数

	技術系専門研修等
	都市整備部技術職員
	796人

	126日


	計
	
	796人
	126日


　　③ 派遣研修
　　　・長期派遣研修

都市整備行政の専門的・実務的知識を系統的かつ集中的に習得させ、職務能率の
向上に資するために次表のとおり派遣した。

	研　　　　修　　　　名
	研修科目数
	参加人数

	国土交通省　国土交通大学校等
	32科目
	32人

	計
	32科目
	32人


　
　  ・短期派遣研修

技術革新に対応する新しい知識・技術を習得させるため、近畿地方整備局・各学
会・協会等の主催する研修会等へ都市整備部技術職員を派遣した。

	派　　遣　　件　　数
	19件

	派　　遣　　人　　数
	33人


イ．技術職員の人材育成

平成29年度に策定した「技術職員人材育成プラン（案）」に基づき、若手職員・中堅職員を対象に、部局研修の実施・研修履歴管理システム・受講計画表の活用等を実施するとともに、現状の分析、検証等を行い、令和７年３月に「技術職員人材育成プラン（案）」の改定を行った。また、若手職員を対象とした「人材育成マネジメント計画書」について、令和４年度から出先事務所において、令和５年度から本庁において運用を開始し、若手職員の人材育成を行った。
ウ．施工管理
工事の施工管理については、土木工事共通仕様書、土木工事共通仕様書附則、土木工
事施工管理基準及び土木請負工事必携の充実を図るとともに、ダンプ・トラック過積載防止対策現場点検や施工体制点検の実施などを通じて、関係法令順守の啓発・指導に努めた。

エ．安全管理
工事の安全管理については、６月に大阪労働局から安全専門官を講師として招聘し、安全講習会を行った。また、11月に各埋設企業体から講師を招聘し、埋設管・架空線事故防止講習会を行った。さらに、各予算執行機関の安全パトロールに立会う等、工事の安全性の確保と施工技術の向上並びに災害防止の啓発と指導に努めた。

オ．優良建設工事等の表彰

都市整備部が発注した工事について、安全管理や地元調整に配慮し、創意工夫を凝らして施工を行った工事を表彰することにより、業者の励みとするとともに、良質な公共施設の構築を促進するため、優良建設工事等表彰制度を平成12年１月に創設した。

また、平成19年度より優れた技術力を発揮した測量・建設コンサルタント等業務についても表彰の対象とした。令和６年度は、令和５年度に完了した建設工事633件の内17件、委託813件の内12件の表彰を行った。

カ．建設リサイクルの推進
　  建設リサイクルの一層の促進のため、「大阪府建設リサイクル推進協議会」を通じて、発注６部局（都市整備部、府民文化部、環境農林水産部、大阪港湾局、教育庁、警察本部）及び府内市町村、大阪広域水道企業団に対し、一般財団法人日本建設情報総合センター（JACIC）から講師を招聘し、建設リサイクル法や再資源化に係る説明会を実施した。
キ．資材価格調査

土木工事等の積算に使用する建設資材の価格を適正に算出するため、建設資材価格等調査を実施し、単価設定を行った。

ク．建設工事積算基準の改定

土木工事等の積算のため、国が策定した積算基準等を各事業課の協力を得て検討し、建設工事積算基準の改定を行った。
ケ．設計図書に関する情報公開事務
建設ＣＡＬＳシステムで令和２年度から運用を開始した、「積算内訳書の公表」の運用を行うとともに、設計図書に関する情報公開請求１件の公開手続を行った。
コ．公共測量に関する告示

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第３項の規定により、公共測量に関する62件の告示を行った。
サ．働き方改革の促進及びi－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進

　　　働き方改革促進による長時間労働の是正、i－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進による生産性向上など、建設業の課題を解決するため、週休２日工事、ウィークリースタンス、ＩＣＴ活用工事、ＢＩＭ／ＣＩＭ等の制度設計の更新を行い、関連業務の充実を図った。
シ．都市整備行政情報システム
　　  昭和59年度より稼動している土木積算システム及び平成２年度より稼働している土木許認可事務管理システムについては、引き続き、システムの維持管理及び運用管理を行った。
ス．建設ＣＡＬＳシステム
行政ＤＸ推進課とともに公共事業発注部局の一層の業務の効率化・迅速化を図るため、従来紙ベースで交換されていた公共事業に関わる情報を電子化し、統合型情報データベースを構築することにより、関係者間で共有連携できる建設ＣＡＬＳシステムの開発に取り組み、平成19年度に完了、平成20年度から全面運用を開始している。
令和６年度は、システム用機器の更新を行うとともに、現行のアプリケーションとデータを新機器へ移行し、システムの維持管理及び運用管理を行った。
セ．研修説明会の実施
システム改修と運用保守管理に並行して、一般職員向けにシステム概要と操作に関する説明会と研修を実施した。
	研　　　　修　　　　名
	参加人員
	延日数

	建設ＣＡＬＳ研修　
	103人
	5日

	土木積算システム研修　
	56人
	2日

	ＣＡＤ操作研修
	40人
	2日

	３次元ＣＡＤ研修
	19人
	1日

	検算用土木積算研修
	42人
	1日


 (5)　契約管理グループ（技術管理課）
　　本庁各室・課及び出先事務所において発注する建設工事等に係る入札及び契約事務について、全般的な調整を行うとともに、入札・契約手続における透明性・客観性、競争性の向上を図るため、入札・契約制度の改善に努めた。

　ア．適正な入札執行の確保
①　都市整備部入札参加資格等審査会に係る事務

　都市整備部入札参加資格等審査会事務局として、一般競争入札における入札参加に必要な資格の審査等に関する事務を行った。令和６年度における処理件数は、92件であった。
②　低入札価格調査委員会に係る事務

部が発注する建設工事の入札の適正を期すため、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査及び審査を行うための機関として設置している低入札価格調査委員会に係る事務を行い、適正な入札の確保に努めている。令和６年度における処理件数は、０件であった。

1． 入札・契約制度の改善

多様な入札方式の実施（住宅建築室を除く。）

①　実績申告型の実績評価項目の拡大

部が発注する建設工事等の入札参加資格に施工実績や優良な工事成績等の実績評価　基準を設け、一定の基準を満たす者により価格競争で落札候補者を決定する入札方式である条件付一般競争入札（実績申告型）を、建設工事及び設計コンサルタント業務の一部において実施した。

令和６年度の件数は、建設工事48件、建設コンサルタント業務65件であった。

②　総合評価落札方式の実施

　　　　技術的な工夫の余地が小さい工事及び設計業務等において、施工の確実性及び品質を確保する観点から、工事成績等の実績、施工実績等を評価する入札方式である総合評価落札方式（技術審査型）を土木一式工事等の一部において実施した。

　　　令和６年度の件数は、建設工事０件（設備工事を除く。）、建設コンサルタント業務９件であった。

また、技術的な工夫の余地が大きい工事等において、施工の確実性及び品質を確保する観点から、技術提案と工事成績等の実績、施工実績等を評価する入札方式である総合評価落札方式（技術提案型）の適用範囲を土木一式Ｂ等級まで拡大し、土木一式工事等の一部において実施した。

　　令和６年度の件数は、建設工事23件（設備工事を除く。）であった。
  (6)　設備指導グループ（技術管理課）
　　ア．事業調整（設備）
　　　　各室課及び各事務所の設備担当部署と相互に緊密な連携を図り、設備関連事業の推進における課題への対策検討や調整、情報共有等を行い、円滑な事業推進に努めた。

イ．入札・契約制度の改善（設備）

設備に係る入札・契約制度について、総合評価落札方式における評価項目に関する事例調査や効果分析などを行い、項目の見直しを進めるなど改善に努めた。

また、多様な入札方式として、総合評価落札方式による入札を、予定価格２億円以上のプラント設備工事を対象として、12件実施した。さらに、随意契約とする場合の透明性を確保する｢参加意思確認型契約方式」による工事の契約を９件、委託役務の契約を３件実施した。

　　ウ．設　計（設備）
　　　　各事務所の設備工事設計を統一的にするための仕様書である「機器仕様書」及び「工事特記仕様書」の部分改訂を行った。
　　エ．積　算（設備）
　　　　令和６年度に実施された国の積算基準の改訂内容について、各事務所への周知を図った。また、各事務所が設計積算に使用する設備機器単価を適正な価格とするため、よく使用する汎用機器に対してはメーカー販売価格の調査を一括して実施し、全事務所に通知した。さらに、個々の工事特性に合わせた特殊機器に対しては、その都度、メーカーへ見積り徴収を行い、通知単価として通知した。

　　オ．技術研修（設備）
　　　　設備に関する基礎研修（設備設計積算研修等）、専門研修（都市整備部副主査選考研修、設備維持管理研修等）、派遣研修（各種協会への短期派遣研修、国土交通大学校への長期派遣研修）及び電気主任技術者育成研修等を実施した。

　　カ．土木事務所等の設備関連事業の建設及び維持管理に係る業務支援

　　　　土木事務所等の設備関連事業の効率的な執行のため、設備マネジメント会議を実施し、171件の設備関連事業の設計、積算及び施工管理の業務支援を実施するとともに、土木事務所所管設備の維持管理についてもアドバイスを行った。

(7)　防災計画グループ（都市防災課）
　ア．地震・津波に関すること 

　　　令和７年３月に見直した「大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム」に基づき、防潮堤の津波浸水対策や水門の耐震化、広域緊急交通路等の通行機能確保、後方支援活動拠点の整備充実と広域避難地の確保などの対象事業について、関係各課への指導・助言を行った。

また、南海トラフ巨大地震の被害を想定した地震災害対策訓練を実施し、水門や鉄扉等の閉鎖訓練を実施した。

イ．水防に関すること

水防法の規定による、洪水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持するため、「大阪府水防計画」を更新した。

この計画に基づいて、各種水防情報の提供、水害時に備え各種訓練を実施、水防管理団体への助成、水防施設及び資器材の整備拡充を行った。

ウ．災害復旧事業に関すること

　　　令和４～６年度に発生した公共土木施設災害について、府の災害復旧事業の実施及びとりまとめを行った。
　　　また、令和６年度に発災した市町村の災害復旧事業に対し、助言、指導及び成功認定等検査業務を行った。

　

	事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	水防対策費


	災害に備え、水防災情報システム及び防災テレメータ観測局の維持管理を行うとともに、水防倉庫の修理や必要な資器材を補充した。
	円　　 
 2,170,173
　
	水防法

	水防管理団体

補助金


	災害を防止し、被害を最小限にするため、淀川右岸水防事務組合外２団体に対して、施設等に要する経費の一部を補助した。
	円

3,516,000


	水防法


 (8)　密集市街地対策グループ（都市防災課）
ア．密集市街地対策の推進

密集市街地の住環境の改善や防災性の向上を図るため、市の施行する住宅市街地総合整備事業やその関連事業に係る指導監督及び補助等を行うとともに、今後の密集市街地対策の方向性等について関係部局や地元市と検討を行った。
「地震時等に著しく危険な密集市街地」の解消へ向けては、令和３年３月に改定した「密集市街地整備方針」に基づき、令和７年度末までの９割、令和12年度末までの全域解消へ向け、府・市・（公財）大阪府都市整備推進センター・民間事業者などが緊密に連携し、取組を進めた。

各市の地震時等に著しく危険な密集市街地の解消や住環境の改善等に向けた取組を示す整備アクションプログラムの更新にあたっては、事業の進捗状況を踏まえ、事業手法等の見直しに対する各市への助言・支援を行った。

○　住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）

老朽木造賃貸住宅等が密集する市街地における防災性の向上や住宅・住環境の改善を図るため、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）を実施する市に対し、指導監督を行うとともに、地震時等に著しく危険な密集市街地対策を行う市に対して府補助（密集住宅市街地整備促進事業）を実施し、地区の整備を促進した。

◆事業実施地区： ５市　７地区

※実施市（府補助）：大阪市、豊中市、門真市、寝屋川市、東大阪市

※「地震時等に著しく危険な密集市街地」の地区数でカウント。
※この他、守口市に係る指導監督を実施。

主な事業内容

・老朽建築物の除却補助制度

実施市：大阪市、豊中市、門真市、寝屋川市、東大阪市

平成26～令和７年度の期間限定で、土地建物所有者等負担を半減する補助率の引上げを実施中。

　・地区公共施設等整備

必要性が高く事業効果の高い施設（道路や公園）を重点的に整備。

・各種事業の重層的な実施による市街地の再整備の促進（門真市）

門真市幸福町地区〔土地区画整理事業＋密集事業〕

門真市石原東・大倉西地区〔土地区画整理事業＋密集事業〕

【府補助執行額】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	年度　

事業名
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	密集住宅市街地整備促進事業
	453,484千円
	572,763千円
	791,015千円


【根拠法令等：社会資本整備総合交付金交付要綱、住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱、

大阪府密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要綱　他】　
○　延焼遮断帯の整備

地震時における密集市街地での広域的な延焼を遮断するため、平成26年度に延焼遮断帯整備促進事業を創設した。平成27年度から都市計画道路三国塚口線、平成28年度から都市計画道路寝屋川大東線の整備に着手し、整備を進めている。

【根拠法令等：大阪府密集市街地整備方針】

○　地域防災力の向上

地域の防災意識と災害時の活動体制の向上を図るため、密集市街地の地元自治会や地域住民に対して、防災講演やワークショップ、火災延焼の危険性を示した防災マップ作成、防災訓練などの取組を、市と連携して土木事務所とともに支援した。

【根拠法令等：大阪府密集市街地整備方針】

イ．住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の推進

大都市地域等の既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新等とあわせ、良質な市街地住宅の供給を促進するため、住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）を実施する市に対し、指導監督を実施した。

・事業実施地区　：　１市　１地区
※門真市　古川橋駅北地区
　　　　　　　　【根拠法令等：社会資本整備総合交付金交付要綱】

ウ．住宅市街地整備推進協議会への参加

国・地方公共団体等の関係機関と住宅市街地総合整備事業等に関する意見及び情報の交換を行うため、「全国会議」及び「近畿ブロック会議」に参加した。

（負担金）　20千円
  (9)　耐震グループ（都市防災課）
ア．災害に強いすまいとまちづくりの推進

既存の住宅・建築物の耐震化を促進し、耐震性の向上を図るとともに、大規模地震等発生時に、二次災害を防止する観点から速やかに被災した建築物の調査を行うことができるよう、応急危険度判定の体制整備を図った。

（１）住宅・建築物の耐震化の促進

①　対象となる住宅・建築物の所有者への普及啓発
対象となる住宅・建築物の所有者に対してダイレクトメールや、個別訪問等により耐震診断等の実施を働きかけた。
②　対象となる住宅・建築物への補助
原則として昭和56年以前に建築された民間の住宅・建築物への耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修補助を行う市町村に対する補助を行った。

	区　分　
	内容
	補助基本額
	限度額
	補助率

	特定既存耐震不適格建築物等耐震診断補助
	市町村の行う耐震改修促進法第14条に基づく特定既存耐震不適格建築物（住宅を除く。）の耐震診断補助に対する助成

	耐震診断に係る費用により積算された額で別に定める限度額の範囲内
	200万円／棟
	補助基本額の
１／６以内かつ市町村が補助する額（国費を除く。）の１／２以内


	特定既存耐震不適格建築物等耐震改修設計補助
	市町村の行う耐震改修促進法附則第３条で定める民間建築物の耐震改修設計補助に対する助成
	耐震改修設計に係る費用により積算された額で別に定める限度額の範囲内
	(1) 面積1,000㎡以内の部分は3,670円／㎡以内
(2) 面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は 1,570円／㎡以内 

(3) 面積2,000㎡を超える部分は1,050円／㎡以内

	

	特定既存耐震不適格建築物等耐震改修補助
	市町村の行う耐震改修促進法附則第３条で定める民間建築物の耐震改修補助に対する助成

	耐震改修に係る費用により積算された額で別に定める限度額の範囲内
	51,200円／㎡以内
ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、83,800円/㎡
	補助基本額の5.75％以内かつ市町村が補助する額（国費を除く。）の
１／２以内

	木造住宅耐震診断補助
	市町村の行う民間木造住宅の耐震診断補助に対する助成

	耐震診断に係る費用により積算された額で別に定める限度額の範囲内
	耐震診断費用の
50千円／戸又は、1,100円／㎡のいずれか低い額
	補助基本額の
１／４以内かつ市町村が補助する額（国費を除く。）の１／２以内

	木造住宅耐震改修設計補助
	市町村の行う民間木造住宅の耐震改修設計補助に対する助成

	耐震改修設計に係る費用により積算された額で別に定める限度額の範囲内
	10万円／戸

ただし、費用の３割以上は所有者が負担
	

	木造住宅耐震改修補助
	市町村の行う民間木造住宅の耐震改修補助に対する助成

	耐震改修に係る費用により積算された額で別に定める限度額の範囲内
	40万円／戸

ただし、収入分位40％以下の世帯は60万円／戸
	

	分譲マンション耐震診断補助
	市町村の行う非木造共同住宅の耐震診断補助に対する助成

	耐震診断に係る費用により積算された額で別に定める限度額の範囲内
	(1)面積1,000㎡以内の部分は3,670円／㎡以内

(2)面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は 1,570円／㎡以内

(3)面積2,000㎡を超える部分は1,050円／㎡以内


	補助基本額の
１／６以内かつ市町村が補助する額（国費を除く。）の
１／２以内

	分譲マンション耐震改修設計補助
	市町村の行う非木造共同住宅の耐震改修設計補助に対する助成
	耐震改修設計に係る費用により積算された額で別に定める限度額の範囲内
	
	

	分譲マンション耐震改修補助
	市町村の行う非木造共同住宅の耐震改修補助に対する助成
	耐震改修に係る費用により積算された額で別に定める限度額の範囲内
	50,200円／㎡以内
ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、83,800円/㎡
	補助基本額の
１／１２以内かつ市町村が補助する額（国費を除く。）の１／２以内




【令和６年度実績】

	区分
	特定既存耐震
不適格建築物等
耐震診断
	特定既存耐震
不適格建築物等
耐震改修設計
	特定既存耐震
不適格建築物等
耐震改修
	木造住宅
耐震診断
	木造住宅
耐震改修設計
	木造住宅
耐震改修

	交付市町村数
	0市
	1市
	0市
	42市町
	27市町
	34市町

	件数（戸数）
	0件
	1件
	0件
	1,458戸
	222戸
	264戸

	補助金額
	0円
	1,210,000円
	0円
	17,419,000円
	5,459,000円
	33,690,000円


【令和６年度実績】
	区分
	分譲マンション
耐震診断
	分譲マンション
改修設計
	分譲マンション
耐震改修

	交付市町村数
	3市
	2市
	0市

	件数（戸数）
	16件
	2件
	0件

	補助金額
	9,958,000円
	2,966,000円
	0円


　（２）広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業の実施

①　目的

災害時の応急活動を迅速かつ的確に実施するための道路として大阪府地域防
災計画に定める広域緊急交通路の機能を確保するため、地震発生時に沿道建築物が倒壊して道路を閉塞することがないよう、これらの建築物の耐震化を促進する。
②　耐震診断義務付け対象路線の位置付け等

「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」（大阪府耐震改修促進計画）において、
広域緊急交通路のうち優先して耐震化に取り組む耐震診断義務付け路線を指定し、その沿道にあり倒壊時に道路を閉塞する恐れのある建築物の所有者に、耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁に報告（期限：平成28年12月31日、帰宅困難者対策として追加指定した路線は令和４年９月30日）するよう定めている。
③　耐震診断結果等の公表

平成30年３月28日に耐震診断義務付け対象路線毎に耐震診断結果及び未報
告者に耐震診断を実施し、その結果を報告するよう命令した旨を公表した。
　令和６年３月27日に追加指定した耐震診断義務付け対象路線毎に耐震診断結果を公表した。

④　耐震診断義務付け対象建築物への補助

耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断に対する補助及び耐震診断の結果、
　　　　耐震性不足が明らかになった建築物の耐震改修等に対する補助を行った。

	費用区分
	補助対象経費の限度額
	補助金の額

	耐震診断に要する費用

	(1) 面積1,000㎡以内の部分は3,670円／㎡以内
(2) 面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は 1,570円／㎡以内 

(3) 面積2,000㎡を超える部分は1,050円／㎡以内

ただし、図面の復元を要する場合や耐震評価機関の評価書の取得に対して、1,570,000円を限度として加算することができる。

	補助対象経費の全額

	補強設計に要する費用 

	(1) 面積1,000㎡以内の部分は3,670円／㎡以内
(2) 面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は1,570円／㎡以内

(3) 面積2,000㎡を超える部分は1,050円／㎡以内 
	・面積5,000㎡以下の建築物の場合は補助対象経費に12分の５を乗じて得た額
・面積5,000㎡を超える建築物の場合は補助対象経費に24分の５を乗じて得た額
ただし、分譲マンションの場合は補助対象経費に12分の５を乗じて得た額


	耐震改修又は除却に要する費用 
	51,200円／㎡以内。（特に倒壊又は崩壊の危険性が高い建物は56,300円／㎡）以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、51,200円を 83,800円に読み替える。なおマンションの場合は、51,200円を50,200円（特に倒壊又は崩壊の危険性の高い建築物は55,200円）に、住宅（マンション及び木造住宅を除く。）の場合は、51,200円を34,100円に読み替える。


	・面積5,000㎡以下の建築物の場合は補助対象経費に30分の11を乗じて得た額
・面積5,000㎡を超える建築物の場合は補助対象経費に60分の11を乗じて得た額
ただし、分譲マンションの場合は補助対象経費に30分の11を乗じて得た額


【令和６年度実績】

	
	耐震診断
	補強設計
	耐震改修・除却

	件数
	0件
	0件
	4件

	補助金額
	0円
	0円
	135,703,000円


⑤　専門家派遣制度
所有者ごとに異なる課題に応じた的確な情報提供やアドバイスなど、きめ細
やかな対応により、耐震化検討のきっかけづくりと事業の具体化を図るため、専門家を派遣した。
　 【令和６年度実績】

派遣実施棟数２棟（専門家派遣回数　２回）

⑥　対象建築物所有者への普及啓発

対象建築物の所有者に対して、ダイレクトメールや個別訪問により耐震診断
等の実施を働きかけた。
（3） 広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化促進事業の実施

1 目的
災害時の応急活動を迅速かつ的確に実施するための道路として大阪府地域防災
計画に定める広域緊急交通路の機能を確保するため、地震発生時のブロック塀等の倒壊による通行障害の防止を目的として、広域緊急交通路沿道にあるブロック塀等の耐震化を促進し、帰宅困難者対策の強化を図る。
2 耐震診断義務付け対象路線の位置付け等
「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」（大阪府耐震改修促進計画）において、　広域緊急交通路のうち優先して耐震化に取り組む耐震診断義務付け路線を指定し、その沿道にあり倒壊時に通行障害の恐れのあるブロック塀等の所有者に、耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁に報告（期限：令和４年９月30日）するよう定めている。
3 耐震診断結果の公表
令和６年３月27日に耐震診断義務付け対象路線毎に耐震診断結果を公表した。
4 広域緊急交通路沿道ブロック塀等への補助

	費用区分
	補助対象経費の限度額
	補助率

	耐震診断に要する費用

	・10ｍ未満のもの

5,100円／ｍ

・10ｍ以上のもの

48,960円＋204円／ｍ
	・通行障害既存耐震不適格ブロック塀
補助対象経費
・要安全確認既存耐震不適格ブロック塀
補助対象経費に３分の２を乗じて得た額


	除却に要する費用
	31,000円／ｍ
	・通行障害既存耐震不適格ブロック塀
補助対象経費に５分の４を乗じて得た額
ただし、一体となった門扉の除却、新設は補助対象経費に３分の２を乗じて得た額

・要安全確認既存耐震不適格ブロック塀
補助対象経費に３分の２を乗じて得た額

	新設、耐震改修に要する費用
	43,900円／ｍ
	


【令和６年度実績】
	
	通行障害既存耐震不適格
ブロック塀
	要安全確認既存耐震不適格
ブロック塀
	計

	
	耐震診断
	除却等
	耐震診断
	除却等
	

	件数
	0件
	3件
	0件
	1件
	4件

	補助金額
	0円
	2,524,000円
	0円
	169,000円
	2,693,000円


（4） 大阪建築物震災対策推進協議会の運営

府内の建築物等の震災対策を推進するため、公共・民間の団体が連携して、既存建築物等の耐震性の向上及び被災建築物等の応急危険度判定の体制整備を図り、もって府民の生命と財産を守り、災害に強いすまいとまちづくりに資する。

（負担金）　　　　　1,860,000円

○大阪建築物震災対策推進協議会業務として下記の事業を実施した。

①　既存建築物の耐震診断や耐震改修工事等に関する府民からの相談窓口の
設置運営・面接相談、電話相談、現地調査
②　既存建築物に対する耐震診断・改修を適切に行える技術者の養成

ア．既存木造住宅の耐震診断・改修講習会＜一般診断法＞　　  ２回実施

イ．既存木造住宅の耐震診断・改修指針講習会

＜限界体力計算（大阪府マニュアル）＞　　１回実施

③　特定既存耐震不適格建築物等の所有者（管理者）に対する耐震診断・

改修の必要性や耐震改修促進法の概要についての説明会の開催　１回実施

           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④　耐震改修事業者向け技術者講習会の開催　　　　　　　　　　　１回実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

⑤　建築物の耐震性向上の普及啓発のため、協議会ホームページを運営

⑥　被災建築物応急危険度判定士等養成及び更新講習会の開催

ア．被災建築物応急危険度判定(養成)講習会　　　　　　　　　５回実施
イ．被災建築物応急危険度判定（更新）講習会
（オンライン：視聴期間令和６年10月1日～令和７年３月３日）　　　　　　　　

⑦　広報用資料の整備による普及啓発・判定用資機材の購入
⑧　大阪府被災宅地危険度判定士講習会の開催

ア．被災宅地危険度判定(養成)講習会　　　　　　　　　　　　２回実施
イ．被災宅地危険度判定（更新）講習会
（資料掲載：公開期間令和６年９月20日～令和７年３月31日）

（５）被災建築物応急危険度判定の体制整備

①被災建築物応急危険度判定登録要綱に基づき登録を行った。

登録状況　　5,614名　（令和７年３月末現在）
        ②被災建築物応急危険度判定コーディネーター登録要綱に基づき登録を行った。
登録状況  　　466名　（令和７年３月末現在）
③被災宅地危険度判定登録要綱に基づき登録を行った。

登録状況　　1,639名　（令和７年３月末現在）
(10)　ライドシェア事業推進グループ（新交通施策推進課）
道路運送法第78条第３号に基づくライドシェアの導入及び推進にあたり、有識者会議等の開催や調査等を行うとともに、国土交通省などの関係機関と協議を重ね、試行を含む万博ライドシェアの実施につなげた。
ア．大阪府・大阪市ライドシェア有識者会議の開催
全国的なタクシー不足を踏まえ、大阪・関西万博を見据え、府民・市民及び観光客等の移動の自由を確保するため、ライドシェアの導入について検討するべく、幅広く有識者の意見を聞き、議論する場として大阪府・大阪市ライドシェア有識者会議を開催し、万博期間中のライドシェアの緩和について、有識者等の意見を聴取した。
イ．万博開催期間中における日本版ライドシェア勉強会の開催
万博期間中の円滑な移動を実現するため、道路運送法第78条第３号に基づく自家用車活用事業の緩和策の在り方について、国土交通省及び大阪市と協議を行うことを目的に、万博開催期間中における日本版ライドシェア勉強会を２回開催（８月、12月）した。
ウ．日本版ライドシェアの推進に向けた調査・検討
府民アンケートやタクシー事業者等関係者へのヒアリング、集客施設及びターミナル駅等の周辺における乗降禁止場所の調査等を実施するとともに、大阪・関西万博開催時を中心とする将来におけるタクシーの需給について分析を行った。
エ．万博ライドシェアの実施
　令和６年12月９日に開催された「第２回万博期間中における日本版ライドシェア勉強会」において、2025年大阪・関西万博期間中の移動需要の増加に向けた対応について合意し、万博開催期間を含む令和７年４月から同年10月について、万博ライドシェアが府域全域・24時間運行可能な状態となった。また、合意に基づき、令和６年12月20日より万博ライドシェアの試行実施を行った。
(11)　ライドシェア制度調整グループ（新交通施策推進課）
関係団体と連携して日本版ライドシェア制度の緩和を国等に要望した。また、日本版ライドシェア利用促進のための広報・PR活動を行った。
ア．国等への要望
万博期間中に急増する移動需要に対応するためには、実施主体、地域、期間などが限定される現行の日本版ライドシェア制度では不十分であることから、現行制度を緩和すべく、全国知事会や関西広域連合等と連携して国等への要望を実施した。
イ．広報・PR活動
観光客や府民に便利な万博ライドシェアを知ってもらい、その利用を促進するため、利用者が多く見込まれるターミナル駅等でサイネージを掲示し、飲食店、ホテル等で万博ライドシェアの利用方法等を記載したポスター、チラシの掲示や名刺サイズカードの配布等の広報・PR活動を行った。
(12)　新モビリティ整備グループ（新交通施策推進課）
新モビリティ導入の早期実現をめざし、南河内地域における自動運転バスの実証運行に向けて、「新モビリティ導入検討協議会」や「大阪府（南河内地域）レベル４モビリティ・地域コミッティ」を通して大阪市高速電気軌道株式会社（以下「Osaka Metro」という。）、国、警察等の関係者との調整を行った。また、令和８年度からの乗客乗車での実証運行に向けて交通需要調査や走行試験を実施するとともに、南河内地域の住民の自動運転バスに対する理解促進のため、機運醸成イベントを実施した。
ア．「新モビリティ導入検討協議会」の開催

新モビリティ導入検討協議会を３回開催（７月、９月、１月）し、大阪府知事とOsaka Metro代表取締役社長出席のもと、万博終了後の自動運転バス導入に向け、南河内地域での実証実験のルートの決定及び運行計画案を策定した。
イ．「大阪府（南河内地域）レベル４モビリティ・地域コミッティ」の開催
自動運転レベル４運行の手続きを迅速に進めるため、国、警察、Osaka Metro等の関係団体で構成する地域コミッティを設置し、２回（10月、２月）開催した。自動運転バス実証実験に向けた取組状況の共有や、今後の取組に関する意見交換などを行った。
ウ．交通需要調査及び走行試験の実施
令和６年３月25日にOsaka Metroと締結した「大阪府と大阪市高速電気軌道株式会社との新モビリティの活用に向けた取組に関する連携協定」に基づき、「自動運転バスの実証実験の実施に向けた調査検討委託業務」を締結し、南河内地域のOD調査等交通需要調査に取り組んだ。また、令和７年２月14日に「自動運転バスの走行試験の実施に関する協定書」を締結し、走行試験を実施する中で、一部区間での自動運転走行を実現した。

エ．機運醸成の取組
	イベント名
	新モビFESTA
in 南河内
	新モビFESTAin 南河内地域
（自動運転バス走行披露会）
	新モビFESTA
（自動運転バス体験試乗会）

	日付
	R6.7.27
	R6.9.16
	R7.3.29

	来場者数
	770人
	1,150名
	2,600名


自動運転の理解促進のため自動運転バスの走行披露や自動運転体験など機運醸成イベントを南河内地域において地元自治体の協力を得て３回開催（７月、９月、３月）した。
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